
65 ～ 74 歳 75 歳以上 要介護等
認定者数

左のうち介護サービ
スを利用した人数

自宅や通いでサービ
スを利用した人数

施設に入所してサー
ビスを利用した人数

平成 26 年度 1,991 人 2,881 人 929 人 799 人 568 人 231 人
平成 25 年度 1,903 人 2,922 人 906 人 799 人 572 人 227 人

白鷹町の介護保険
　平成26年度の介護保険特別会計は、歳入総額15億6,240万円、歳出総額15億3,220万円となりました。
　介護給付費は、14億3,962万円、昨年度から1.8％の伸びとなりました。65歳以上の方（第1号被保険者）
から町が直接いただいた介護保険料は、2億 5,422 万円でした。介護保険制度は、介護が必要になった
ときの生活を支える大切な制度です。これからもご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※同じ月に自宅でのサービスと施設でのサービスの両方を利用された方もいるので、合計は一致しないこともあります。

■介護保険に関するご意見お問い合わせ　健康福祉課介護保険係　☎８６－０２１３

入ったお金
15億6,240万円

65 歳以上の方から
いただいた保険料
２億 5,422 万円

国から入ったお金
４億 25万円

40 歳～ 64 歳の方か
らいただいたお金
４億 2,158 万円

県から入ったお金
２億 1,777 万円

町の一般会計から
介護保険特別会計
に入れたお金
２億 2,088 万円

繰越金
2,474 万円

その他
2,296 万円

介護保険サービス
にかかったお金
14億 3,962 万円

介護予防事業など
にかかったお金
3,838 万円

介護保険の基金に積み立てたお金
1,505 万円

その他　736 万円

事務費など
3,179 万円

かかったお金
15億3,220万円

所得税及び町県民税の「障がい者控除」及び「特別障がい者控除」対象者への認定書を交付します。

平成 26年度決算

要介護（要支援）認定を受けていらっしゃる方へ

　年末調整や確定申告のときに提出することで、税の控除が受けられます。
　次にあてはまる方で、必要な方は申請して下さい。
▼昭和 26 年 1 月 1 日以前に生まれた方で、平成 27 年 12 月 31 日現在（平成 27 年中に亡くなら
れた方は亡くなられた日現在）要介護（要支援）認定を受けている方で、障がい程度が一定以上の方。
▼申請は平成 27 年 11 月２日から受付ます。
※申請のときは、印鑑をご持参下さい。
※認定基準など、詳しいことはお問い合わせ下さい。
※障がい者手帳などで控除を受けることができる方は申請の必要はありません。
※認定書は、平成 27 年分の所得税、平成 28 年度分の町県民税の申告にのみ使用できます。
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